
 

多文化共生社会の実現を目指す全国知事の共同宣言 

（国民へのメッセージ） 

 

私たち全国 47 都道府県知事は、増加する外国人の生活者としての課題に対応するた

め、これまで多文化共生施策を進めてきました。2027（令和９）年、国の法律改正によ

り「育成就労制度」が開始されれば、こうした課題は全国的な課題になることが明白で

あることから、2025（令和７）年７月、私たちは国に対し、「育成就労制度への円滑な

移行」及び「外国人の受入環境整備」を求めました。さらに、これを実現するためには、

国の責任において、外国人の受入れ及び多文化共生施策に取り組む必要があることか

ら、新たな外国人の受入れに関する基本戦略の取りまとめや多文化共生施策実施の根

幹となる基本法の制定、司令塔となる組織の設置について、強く要請をしているところ

です。 

私たちは、こうした取組を引き続き国に強く求めるとともに、多文化共生社会の実現

を目指すため、以下の基本的立場を共有し、ここに宣言します。 

 

１．多文化共生の推進 

 

私たちは、国や市町村等の関係者と力をあわせ、日本人と外国人が共に地域社会を築

くための多文化共生施策を推進します。事実やデータに基づかない情報による排他主

義・排外主義を強く否定します。差別や人権侵害のない社会の実現を目指す姿勢のもと、

感覚的に論じることなく、現実的な根拠と具体的な対策に基づく冷静な議論を進め、外

国人の持つ文化的多様性を地域の活力や成長につなげることで、地域社会を共につく

る一員として包摂し、日本人、外国人を問わず、すべての方が安心して暮らし、活躍す

ることができる多文化共生社会をつくっていきます。 

 

２．ルールに基づく共生と安心の確保 

 

「多文化共生」は、無秩序な外国人の受入れや外国人の優遇を意味するものではあり

ません。ルールを守る外国人には地域社会の一員としての機会を保障する一方で、違法

行為や制度の不適切利用については国と共に厳正に対処します。外国人がルールを適

切に把握できるよう、ごみ出しや騒音なども含めた生活に関する情報発信や相談対応

等に努め、日本語学習の支援など日本人と外国人が安心して暮らすことができる環境

を国と共に整えていきます。 

 

３．正確で積極的な情報発信 

 

外国人の受入れ増加は日本の深刻な人口減少・少子高齢化を背景としており、外国人

は既に製造業やサービス業、建設業、農業をはじめ、近年では医療・介護・福祉分野等

を担う人材として、また、地域の一員として社会を支える、なくてはならない存在とな

っています。一方で、その実態は必ずしも十分に伝わっておらず、外国人が増えると犯

罪が増える、ルールを守らない外国人が多い、などの根拠があるとは言いがたい情報も

SNS 等で見受けられます。 

実際、「外国人雇用状況」の届出状況によれば、2024（令和６）年 10 月現在、約 230

万人の外国人労働者が全国約 34 万か所の事業所で活躍しています。また、「犯罪白書」

によれば、外国人による刑法犯の検挙件数は、2005（平成 17）年の約４万４千件をピ

議題資料４ 

山中真弓議員 令和７年定例会12月定例会議 一般質問資料　 資料１　1/2　　

出典：全国知事会HP
https://www.nga.gr.jp/conference/item/37012b388a512e6f6ec13d5ba8c536e1.pdf　　　　



 

ークとし、2023（令和５）年には約１万６千件と在留外国人が増加する中にあっても減

少傾向にあります。さらに、その在留外国人数全体に対する比率をみると、2005 （平

成 17）年の約 2.17％から、2023（令和５） 年には約 0.46％と低下しています。 

国には、外国人が増加することに対する国民の不安を払拭し、国民が正確な情報に基

づいて冷静に議論できるよう外国人の受入れ・共生に関する基本的な在り方や、正確な

データに基づく積極的な情報発信を行うよう働きかけていきます。 

 

________________________________ 

 

この宣言を通じて、全国の自治体が一体となり、多文化共生と地域社会の安定を両立さ

せる持続可能な社会づくりを国と共に進めていくことをここに誓います。 

 

令和７年 11 月 26 日 

全 国 知 事 会 
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3. 座席ベルトの装備に関する留意事項 

  幼児専用車は、使用者の立地環境、運行経路及び使用状況により様々な形態で運用されて

おり、本ガイドラインは、幼児専用車に適した座席ベルトの装備を望む使用者が新車購入時に

選択できる環境を整えるものである。 

  幼児用の座席ベルトを備えた幼児専用車の導入に際しては、幼児が座席ベルトを正しく脱

着することができるよう、同乗する運転手、教諭、保育士等の引率者も含めて、幼児用の座席

ベルトの運用を理解し、必要に応じて教育/練習を行う等、習慣化することが望ましい。特に、

車両火災等を想定した非常時に引率者が幼児に適切な案内を行えるように緊急時の脱出訓

練を実施することが望ましい。 

また、3 歳児未満の幼児を乗車させる場合等においては、運行中に幼児が自身で正しい着

座姿勢を継続できるかどうかや、座席ベルトを誤った方法で使用していないかなども考慮・観

察しながら、安全な運行に努めることが重要である。 

なお、座席ベルトを装備しない幼児専用車を利用する場合には、速度域の高い道路は運行

経路から避けるなど、安全な利用を心がける必要がある。 

 

4. 今後の方向性 

   車両安全対策検討会及びその傘下のワーキンググループにおいて、幼児専用車の幼児用

座席に適した座席ベルトについて評価を行った。 

2013 年（平成 25 年）のガイドラインのシートバックの対策に加えて、今般のガイドラインを踏

まえた安全な座席ベルトを今後さらに普及させていくべきと考えられる。 

普及にあたっては、事故分析から近年の幼児専用車に関する事故が着実に減少しているこ

と、座席ベルトを装着することにより乗降に係る時間もわずかではあるが増加すること及び費

用負担が増加することなどを考慮すると、全ての幼児専用車に座席ベルトの装備を義務づける

よりも、使用実態に応じて使用者が新車購入時に選択できるようにすることが望ましいと考えら

れる。 

   幼児用の座席ベルトの普及のため、自動車製作者等には、2026 年度（令和 8 年度）を目途に

本ガイドラインを踏まえた座席ベルトを備えた幼児専用車を市場に導入することを期待する。 
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